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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被焼結材料が搬送路（３）上に投入され、点火され、さらに搬送方向（Ｆ）に配置され
たウインドボックス（６）を通過して材料排出部（５）まで搬送される焼結機において焼
成完了点（Ｄ）を調整する方法であって、前記搬送路（３）に沿って搬送方向（Ｆ）にお
いて連続に配置された少なくとも３つの測定点（１０）において、温度が測定され、前記
焼結機（１）の搬送速度は、前記搬送路上における選択された焼成完了点（Ｄ）の位置に
対する該測定温度の極大値（Ｄ（ｉ））の位置に応じて調整され、連続に配置された３つ
の測定点（１０）の温度プロファイルが比較され、搬送方向（Ｆ）において１番目の測定
点及び３番目の測定点の温度値が、２番目の測定点の温度値よりも低い場合、温度極大値
が推定され、温度極大値が見つからない限り、評価すべき全ての測定点から一連の順に配
置された３つの測定点をさらに構成してチェックすることにより、連続に配置された３つ
の測定点（１０）における極大値探索が継続され、全ての測定点（１０）における一連の
温度値が連続して上昇する場合、温度極大値は推定されず、温度極大値が推定される場合
、前記搬送速度は、該温度極大値（Ｄ（ｉ））の測定点の位置と前記選択された焼成完了
点（Ｄ）の位置との差に応じて調整され、温度極大値が推定されない場合、前記搬送速度
は、特定の値の分だけ減少されることを特徴とする焼成完了点を調整する方法。
【請求項２】
　請求項１記載の焼成完了点を調整する方法において、前記１番目、２番目及び３番目の
測定点（１０）における一連の温度値が連続して減少する場合、前記搬送速度は、特定の
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値の分だけ増加されることを特徴とする焼成完了点を調整する方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の焼成完了点を調整する方法において、前記測定点（１０）は、前
記ウインドボックス（６）に配置されることを特徴とする焼成完了点を調整する方法。
【請求項４】
　請求項３記載の焼成完了点を調整する方法において、ウインドボックス（６）は、搬送
方向（Ｆ）において複数の部分に分けられ、該部分のそれぞれに対して、１つの測定点（
１０）が配置されることを特徴とする焼成完了点を調整する方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の焼成完了点を調整する方法において、温度極大値
が推定される場合に前記搬送速度を変更する際の変更レベルは、前記温度極大値（Ｄ（ｉ
））の位置と前記選択された焼成完了点（Ｄ）の位置との前記差の値に応じることを特徴
とする焼成完了点を調整する方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の焼成完了点を調整する方法において、プラント固
有の焼成レート、材料装入高さ及び前記焼結機（１）の長さから最適搬送速度を決定し、
前記搬送速度を変更する際に、現在搬送速度と比較し及び／又は考慮されることを特徴と
する焼成完了点を調整する方法。
【請求項７】
　請求項６記載の焼成完了点を調整する方法において、前記現在搬送速度と前記最適搬送
速度との差を求め、該差が閾値を超えた場合、警告メッセージを発生することを特徴とす
る焼成完了点を調整する方法。
【請求項８】
　焼結機（１）において焼成完了点を調整する調整器であって、前記調整器は、演算ユニ
ットと、各測定点（１０）に関連付けられた温度センサが接続される少なくとも３つのポ
ート（１１）と、搬送速度を指定する出力とを有し、前記演算ユニットは請求項１～７の
いずれか１項に記載の方法を実行することを特徴とする調整器。
【請求項９】
　請求項８記載の調整器において、前記調整器（１２）は、前記焼結機の制御部（１３）
と組み合わせられ、前記焼結機の前記搬送路の前記搬送速度を指定し、前記搬送速度を指
定する前記調整器の前記出力は前記制御部の制御入力に接続されることを特徴とする調整
器。
【請求項１０】
　請求項８又は９記載の調整器において、前記調整器（１２）の前記ポート（１１）には
、温度センサが接続され、前記温度センサは、前記焼結機（１）の前記搬送路（３）に沿
って搬送方向（Ｆ）に配列されたウインドボックス（６）に設けられ、各温度センサは１
つの測定点（１０）を構成することを特徴とする調整器。
【請求項１１】
　請求項１０記載の調整器において、前記温度センサは前記ウインドボックス（６）の吸
引手段（９）に配置されることを特徴とする調整器。
【請求項１２】
　請求項１１記載の調整器において、前記吸引手段（９）は搬送方向（Ｆ）において分割
され、前記吸引手段（９）の複数の分割部分には、温度センサが配置されることを特徴と
する調整器。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼結機における焼成完了点を調整する方法及び調整器に関する。焼結機では
、例えば鉱石を含む被焼結材料は、例えば移動火格子（ｔｒａｖｅｌｉｎｇ　ｇｒａｔｅ
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）又は火格子搬送台（ｇｒａｔｅ　ｃａｒｒｉａｇｅ）のような搬送路に装入され、点火
され、搬送方向に配置され吸引方向に動作するウインドボックスを通過し、材料排出部ま
で移送される。焼結機において移送される間に、被焼結材料は燃焼されて焼結ケーキが形
成され、焼結機端部における材料排出部近傍で、例えば掻き出す（ｒａｋｉｎｇ　ｏｆｆ
）ことによって、排出され、次の工程に供給される。焼成完了点の調整方法において、被
焼結材料の温度によって決まる温度が、搬送路に沿って順に配置された少なくとも３箇所
の測定点において測定される。焼結機の搬送速度は、搬送路上において予め選択された焼
成完了点の位置に対する最大測定温度の位置に応じて調整される。
【背景技術】
【０００２】
　焼結において、粒状又は粉末状材料の大部分は、加熱されることによって互いに結合さ
れる。加熱は、材料装入後、焼結機において材料表面を点火することによって行われる。
点火された材料は、焼結機上を搬送され、被焼結材料の高さ全体にわたって焼成される。
焼結ベッド全体が垂直方向において焼成完了する焼成完了点においては、該ウインドボッ
クスの近傍で測定される温度は極大値である。続いて、焼結された材料は、焼結機上をさ
らに搬送され、その間に冷める。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　通常、焼結は、焼結機の端部又は端部直前において完了することが望まれる。しかしな
がら、如何なる場合においても、材料を排出する際に焼結工程が完了せずに、次の冷却ス
テーションにおいて焼結工程が進む状況（この場合、焼結中に発生した熱によって冷却ス
テーションがダメージを受ける可能性がある）は避けられるべきである。さらに、焼成完
了点の到達が早すぎる状況（この場合、生産量が少なくなる）も避けられるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　これを回避するため、焼成完了点の調整では、ウインドボックスにおける温度、特に焼
結機の後方４分の１の部分のウインドボックスの温度が考慮されて、焼成完了点が決定さ
れる。この工程において、温度極大値は測定温度から決定され、焼成完了温度は該温度極
大値から決定される。比較によって、どのウインドボックスに温度極大値が存在するかが
決定される。この決定された位置と、所望の焼成完了点のために予め選択された位置が比
較される。
【０００５】
　測定温度極大値のウインドボックスが、所望の焼成完了点のために選択された位置より
も前に位置している場合、焼結機の搬送速度を、固定値として設定した係数によって上昇
させる。測定温度極大値のウインドボックスが、焼成完了点のために選択された位置より
も後に位置している場合、焼結機の速度を、同様に、固定値として設定した係数によって
減少させる。
【０００６】
　米国特許第３，２１１，４４１号明細書により、焼結機の搬送速度を調整する方法及び
装置が知られている。この目的のため、ドワイトロイド焼結機の連続して配置された複数
のウインドボックスのうちの一つにおいて、排出空気の温度及び圧力が測定され、これら
測定された値が所望の範囲にあるかどうかがチェックされる。これによって、焼結工程が
、所望の時間枠内で又は焼結機の所望の位置で完了するであろうことがわかる。焼結工程
では、連続配置されたウインドボックスにおいて測定された温度の温度プロファイルによ
って、焼結ベッドの焼成完了点における極大値がわかる。焼結ベッドを通じて吸い込まれ
て排出されたガスの測定圧力は、焼成完了点に到達するまでは略一定であり、焼成完了点
到達後は明確に減少する。焼結機及び実行される工程に対して適切に選択された排出空気
の温度範囲と圧力範囲とを最適に組み合わせることによって、選択されたウインドボック
スにおいて、該選択されたウインドボックスにおける工程が焼成完了点の近傍にあるかど
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うかを決定することができる。２つの測定値の関係に応じて、焼結機の搬送速度を増加又
は減少させ、焼成完了点を選択されたウインドボックスの領域に移動させる。
【０００７】
　しかしながら、この調整は、焼成完了点を確実に決定するためには、２つの異なる測定
値を考慮する必要があるため、比較的コストがかかる。また、例えば火格子搬送台車にか
かる焼結機の負荷に依存して、測定圧力の絶対値が変動する可能性がある。従って、この
測定値は、ある限られた範囲においてのみ、焼結機の搬送速度の調整に適している。
【０００８】
　同様の焼結機において、米国特許第４，０６５，２９５号明細書は、ウインドボックス
の収集部において測定される温度測定に基づいて搬送速度を調整する方法を開示している
。この調整における調整変数は、焼結機において順に配置された全ウインドボックスから
の全排出ガスの温度である。該温度は、吸引ブロワの直前に位置する収集ラインにおいて
測定される。他の調整変数として、全排出ガスの平均温度の偏差が用いられる。これら排
出ガスによりウインドボックスは１００°Ｃを超える。この変数は、収集ラインにおいて
収集された全排出ガスの温度よりも速い応答を示す。
【０００９】
　この方法もまた、ウインドボックスにおいて温度極大を検出できない場合に、又は、外
的影響によって局所的に影響を受けた温度極大のみしか検出できない場合に適用すること
ができる。さらに、直列制御（ｃａｓｃａｄｅｄ　ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ）における第２
の調整変数として、現在焼成完了点に対応する、連続配置されたウインドボックスにおけ
る温度極大を決定することが提案されている。収集ラインにおける排出ガスの温度に基づ
いて、所望の焼成完了点が決定される。このように、極大温度の決定における不正確さは
、例えば、最後のウインドボックスにおいて相殺されるべきである。しかしながら、この
調整も、２つの調整変数を決定する必要があり、コストがかかる。また、上記の焼成完了
点の調整は、温度分布において極大値が存在する場合だけにしか適用できない。例えば、
被焼結材料が材料排出部に到達するまでに焼結が終わっていない場合には適用できない。
【００１０】
　米国特許第３，３９９，０５３号明細書では、焼結機の搬送速度を調整する方法及び装
置が開示されている。この方法では、焼結機の搬送路の一端部及び中間部の各位置に３つ
ずつ配置されたウインドボックスにおいて温度が測定されることで、搬送速度が連続調整
され、所望の焼成完了点が調節される。搬送路の一端部における３つの温度測定から、放
物線を適用することによって、搬送路に沿った温度分布における現在極大値が決定される
。この現在極大値が、極大値の所望位置及び焼成完了点とそれぞれ比較され、差に応じて
、焼結機の搬送速度の変更が行われる。
【００１１】
　搬送路中間部における温度測定から、温度極大の位置の変化率の予測が行われる。
【００１２】
　焼結機の搬送速度は、現在温度極大値及び予測変化率に応じて変更される。予測変化率
を考慮することにより、例えば、連続装入される材料の焼結特性の変更を迅速に考慮する
ことができる。しかしながら、この方法は大きな不確実性要素から影響を受けやすい。何
故なら、個々の温度測定には比較的大きな誤差が含まれており、系統的影響に加えて、正
確に予測できない焼結ケーキの組成によっても影響を受けるからである。そのような誤差
を含む変数に基づく放物線の適応では、その適応自体が欠陥のあるものとなり、温度分布
の極大値は、実際の極大値から大きくずれて決定される可能性がある。変化率の予測に関
しても同様であり、全体として、不安定な制御となる。
【００１３】
　従って、本発明の目的は、焼結機の搬送速度を調整するための簡単で確実に実行可能な
方法及び手段を提案することにある。
【００１４】
　本発明によれば、上記目的は、請求項１に係る方法及び請求項８に係る調整器によって
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実現される。
【００１５】
　上述の方法において、順に配置された３つの、特に丁度３つの、測定点の温度のプロフ
ァイルが比較される。これら測定点は、直接連続して配列してもよいし、及び／又は、他
の測定点を間に入れて順に配列してもよい。３つの測定点の比較において、搬送方向にお
ける１番目及び３番目の測定点の温度値が２番目の測定点の温度値よりも低い場合、温度
極大値が推定される。本発明は、厳密に３つの測定点の評価に対して特に好適に行われる
が、測定点が３つよりも多い場合にも評価可能である。この場合、例えば、極大値が決定
可能であるためには、１番目及び最後の測定点の温度値がそれらの間に位置するいくつか
の又は全ての測定点における温度値よりも低くなければならない。本発明によれば、極大
値を決定するため、一連の温度値の連続する上昇が連続する下降に変化する変化点が探索
される。そして、この変化点が温度曲線の極大値として推定される。
【００１６】
　しかしながら、全ての測定点、すなわち関連する評価範囲において選択された全ての測
定点、における一連の温度値が連続して上昇する場合、温度極大値は推定されない。その
結果、連続配置された３つ又はそれより多くの測定点において、極大値が存在しないと判
断される。極大値が推定可能かどうかの判断後、温度極大値が推定される場合、温度極大
値の測定点の位置と選択された焼成完了点の位置との差に応じて、搬送速度が調整される
。一方、温度極大値が推定されない場合、焼結機の搬送速度は特定の値の分だけ減少され
る。
【００１７】
　本発明では、被焼結材料の焼成完了点が焼結機上に位置しているかどうかを支障なく決
定することができないという上述の極大値判断の問題が解決される。焼結機の搬送速度が
高すぎると、焼結が完了する前に、被焼結材料が焼結機から排出されて、焼成完了点に達
していないということがしばしば起こる。本発明に係る焼成完了点の認識方法によって、
複数の測定点において温度極大値が判断されるだけでなく、連続配置された評価すべき測
定点のプロファイルの解析も行われる。具体的には、ある測定点の測定温度とその前後の
測定点の測定温度とを比較することで判断・解析が行われる。前後の測定点の温度値が、
前後の測定点の間にある１つ又は複数の測定点の温度よりも小さい場合のみ、焼成完了点
が実際に決定される。そうでない場合、本発明の調整方法によれば、一連の温度値が連続
して最後の測定点まで上昇する場合、焼結機の搬送速度は下げられる。これにより、被焼
結材料の温度極大値は搬送路の領域内に移動される。
【００１８】
　さらに、本発明に係る調整方法の好ましい態様において、１番目、２番目及び３番目の
測定点の温度値が連続して減少する場合、搬送速度を特定の値の分だけ増加させてもよい
。これは、被焼結材料が、１番目の測定点に到達する前に、焼成完了点にすでに到達して
いるという状況を示す。従って、この場合も、極大値は推定されない。
【００１９】
　上述のように、本発明は、温度プロファイルにおける極大値を認識するための判断基準
を提示するが、本発明によれば、少なくとも３つ、好ましくはそれよりも多い測定点にお
いて、３つの一連の測定値が探索される。本発明において、極大値が認識された場合、極
大値探索は停止されてもよい。或いは、探索を継続し、例えば、２つの極大値があるかど
うかを見出すため、測定値を継続してチェックしてもよい。２つの極大値がある場合、調
整器はエラーメッセージを発生し、焼結プロセスを、例えば、他のパラメータによってチ
ェックする。上記判断基準によって極大値が見つからなかった場合、連続配置された３つ
の測定点における極大値探索が継続される。そして、評価すべき全ての測定点から、一連
の順に配置された３つの測定点を構成してチェックする。すなわち、すでに述べたように
、厳密に３つの測定点を評価する代わりに、それより多くの評価点、例えば、４又は５個
の測定点を評価してもよい。従って、極大値の探索は３個の測定点に限定されない。しか
しながら、比較は常に３つの連続した測定に対して行われる。
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【００２０】
　本発明によれば、測定点は、搬送路に沿って直接順々に配置されてもよい。また、評価
されるべき測定点として、チェックする一連の測定点を決めておくこともできる。また、
搬送路において、評価されない測定点を、搬送方向で順に配置された評価される測定点の
間に置くようにしてもよい。
【００２１】
　上述の従来技術と比較して、本発明に係る方法の利点は、搬送路に沿った温度プロファ
イルが、唯一の調整変数として評価されることである。これにより、各測定点に対して、
単一のセンサ、すなわち１つの温度センサを設ければよい。焼結プラントのような産業プ
ラントで使用されるセンサは頑強である必要があり、そうでなければすぐに損傷してしま
うため、これは非常に有利である。各測定点に複数の異なるセンサを設けることは、調整
におけるコスト増大となる。
【００２２】
　通常の焼結機では、所望の選択された焼成完了点は焼結機の搬送路の端部の直前に位置
することが好ましいので、測定点もまた、材料排出部より前の搬送路端部、例えば焼結機
の後方４分の１の領域に配置することが好ましい。
【００２３】
　本発明では、３より大きい個数の測定点を設けることが好ましい。これにより、搬送路
の大部分にわたった温度分布における極大値を決定することができる。通常の焼結プラン
トにおいて、本発明によれば、４～６個の測定点を設けることが特に好ましい。このよう
な個数の測定点は一般に、焼結機の搬送路に対して十分な長さをカバーする。通常、焼結
機は、同一形状のセクションに分割される。建設の観点から、分割部分の幅は３ｍが好適
であることがわかった。各分割部分は１つのウインドボックスを有し、最後の４つのウイ
ンドボックスは、焼成完了点をより正確に決定するため、半分に分割される。
【００２４】
　本発明に係る方法の好ましい実施形態において、測定点は、ウインドボックスに、好ま
しくは直接順々に配置されたウインドボックスに配置される。焼結機の各ウインドボック
ス又は少なくとも関心領域内における各ウインドボックスに、１つの測定点を配置する場
合、温度分布における極大値に対する最小判別距離は、搬送方向におけるウインドボック
スの直径又は延在範囲に対応する。測定点は、被焼結材料を通ってウインドボックス後方
の吸引ブロワによって吸引される排ガスが収集されるウインドボックスの吸引開口部の近
傍に設けることが好ましい。排ガスの温度は、被焼結材料の温度によって直接決まり、該
排ガスの温度プロファイルは、特に搬送路に沿った被焼結材料の温度に従う。
【００２５】
　直接順々に配列された測定点を評価する代わりに、順々に配列された複数の測定点から
３つの測定点を選択してもよい。この場合、搬送方向において、１番目、２番目及び３番
目の測定点を順番に配置し、推定しない測定点を推定する測定点の間に配置する。これに
より、測定曲線の異なる幅を考慮することができる。
【００２６】
　これは、ウインドボックスが、搬送方向において複数、すなわち２以上、の部分に分割
され、各分割部分に１つの測定点が配置される場合に特に推奨される。この場合、分割さ
れたウインドボックスによって与えられる判別距離で、搬送路がスキャンされるため、判
別距離がより短い状態で、測定を行うことができる。分割部分は論理的に構成され、ウイ
ンドボックスの各領域には温度センサがそれぞれ配置される。分割部分の分離は、例えば
吸引開口部における適当なバッフル板又は通風筒（ｆｕｎｎｅｌ）によって行うことがで
きる。本発明によれば、選択された焼成完了点が主に設定される焼結機の後方３分の１又
は４分の１部分に、複数の分割部分を配置することは特に好適である。
【００２７】
　好ましい実施形態において、温度極大値が推定される場合に搬送速度を変更する際の調
整レベルは推定温度極大値の位置と選択された焼成完了点の位置との差の値に応じるよう
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にしてもよい。所望の焼成完了点から実際の焼成完了点までの差に応じて、所望の又は選
択された焼成完了点の方向における調整が促進される。変更レベルの調整は、例えば、使
用している調整器、Ｐ－調整器、ＰＩ－調整器、ＰＩＤ－調整器、又はその他の調整器の
調整パラメータを介して行うことができる。或いは、前記差の種々の範囲に対してテーブ
ルを規定して、該テーブルから搬送速度の変更の調整レベルを読み込んでもよい。
【００２８】
　測定点評価において極大値が見つからない場合、調整レベルを設定してもよい。すなわ
ち、搬送速度をある設定値分だけ変更するようにしてもよい。この変更の目的は、焼成完
了点を焼結機上に移動させること、又は焼結機上の測定点の領域に移動させることである
。これにより、極大値が見つけられる。極大値が見つかれば、実際の焼成完了点を選択さ
れた焼成完了点に移動させる上述のプロセスを行うことができる。
【００２９】
　本発明の他の形態では、プラント固有の焼成レート、被焼結材料の組成、材料装入高さ
及び焼結機の長さから、最適搬送速度を決定してもよい。焼結機の長さは、被焼結材料の
点火点と選択された焼成完了点との長さであることが好ましい。この論理的に決定された
最適搬送速度は、搬送速度を変更する際に、現在搬送速度と比較され及び／又は考慮され
てもよい。最適搬送速度と現在搬送速度との比較は、プロセスに適した搬送速度をより迅
速に見つけるために適用することができる。これにより、搬送速度が迅速に調整される。
また、この比較は、温度極大値が見出される場合、プラント固有の焼成レートの最適化に
補足的又は代替的に適用することができる。焼成レートは大抵の場合、プラントに対する
理論的な考察から導かれ、現在の操業状態における測定値によって特定することが可能で
ある。また、調整における初期値として搬送速度概算値を特定するために、該焼成レート
を用いてもよい。これにより、調整の際に起きる可能性のある逸脱を抑え、小信号挙動と
することで、迅速な修正が可能となる。
【００３０】
　本発明において、実際の現在搬送速度と最適搬送速度との差を求め、該差が閾値を超え
る場合、警告メッセージを発生するようにしてもよい。測定点のチェックの際に極大値が
推定できないか又は見出せない場合、該警告メッセージは、搬送速度の調整への注意指示
を含むことが好ましい。
【００３１】
　本発明はまた、焼結機における焼成完了点を調整する調整器に関する。該調整器は、演
算ユニットと、各測定点に関連付けられた温度センサと接続する少なくとも３つのポート
と、搬送速度を指定する出力とを有する。測定点の個数がポートの個数と最適に対応した
状態で、より多くの温度センサが調整器に接続されることが好ましい。本発明において、
該演算ユニットは、例えば適当なソフトウェアによって、上述した方法又は該方法の一部
を実行する。
【００３２】
　本発明において、調整器は、焼結機の制御手段と組み合わせられ、焼結機の搬送路の搬
送速度を指定する。この目的のため、該制御手段によって、搬送路の、具体的には循環コ
ンベヤベルト又は台車（ｔｒｏｌｌｅｙ）の、好適な駆動ユニットを動作させる。具体的
には、駆動ユニットは電動モータ又は液圧駆動によって動作する。本発明において、搬送
速度を指定するための調整器の出力は制御部の制御入力に接続される。調整器及び制御部
が共通のマイクロプロセッサにおいて実現される場合、上述のポートは、認識可能な出力
及び制御入力を設けることなく、集積演算ユニットにおいて実現することができる。
【００３３】
　調整器の全ポート又は少なくとも３つのポートには、温度センサが接続され、該温度セ
ンサは、焼結機の搬送路に沿って搬送方向に順に配列されたウインドボックスに設けられ
、好ましくは吸引方向に動作するウインドボックスに設けられ、各温度センサは１つの測
定点を構成することが好ましい。
【００３４】
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　温度センサが、ウインドボックスの吸引手段、例えばテーパ形状スロット又は漏斗形状
開口部、に配置される場合、温度測定を確実に行うことができる。その結果、被焼結材料
を通じて吸引される排ガスは、ある特定の焼成程度に達した状態の、正確に確定された領
域から吸引される。
【００３５】
　温度測定における位置分別能力をさらに良くするため、少なくとも１つの吸引手段、可
能であれば複数又は全ての吸引手段は、搬送方向において分割形成される。この場合、吸
引手段の複数又は全ての分割部分には、測定点として、温度センサがそれぞれ配置される
。
【００３６】
　本発明の他の効果、特徴及び可能な用途が、実施形態に対する以下の説明及び添付の図
面から理解できよう。ここに記載及び／又は示す全ての特徴は、それらが請求項又は背景
文献に含まれているかどうかにかかわらず、それ自体或いはそれらを組み合わせることで
本発明の主題を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、焼結機の制御部及び測定点に接続された本発明に係る調整器の概略図で
ある。
【図２】図２は、本発明に係る方法の工程を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図１は、焼結機１の概略図である。焼結機１において、粒状又は粉末状物質、例えば鉱
石、は加熱されることによって互いに結合される。材料装入部２において、被加熱材料が
、例えば回転火格子として形成された搬送路３に装入される。搬送路３は、矢印Ｆで示さ
れた搬送方向に移動する。被焼結材料は最初に、点火部４の下を通過し、該被焼結材料の
表面が点火される。
【００３９】
　搬送路３に沿って搬送されながら、表面点火された被焼結材料は、ベッド高さにおいて
焼成された後、搬送路３から材料排出部５を通じて焼結体として排出され、例えば、次工
程へ供給される。被焼結材料が高さにおいて焼成完了すると、焼結工程は終了となる。該
工程では、所望の焼成完了点Ｄが選択される。通常、焼成完了点Ｄは、搬送路３の端部の
直前且つ搬送方向Ｆにおける排出部５の直前に位置するように選択される。
【００４０】
　被焼結材料の焼成を促進するため、ウインドボックス６が搬送路３の下に設けられる。
ウインドボックス６は、吸引ライン７を介して吸引方向に動作するブロワ８に接続される
。ウインドボックス６は、長手方向スロットとして形成された吸引手段９を有する。吸引
手段９は、搬送路３に対向する面に最大開口部を有し、ブロワ８の負圧によって、被焼結
材料の焼成中に発生する排ガスを吸引する。各ウインドボックス６は、吸引手段９を互い
に近接させた状態で搬送路３の下に配置される。明確にするため、図１では、全てのウイ
ンドボックス６は図示されていない。さらに、より明確にするため、図示されている吸引
手段９を有するウインドボックスの全てに対しては参照符号を付与していない。
【００４１】
　搬送方向において材料排出部５の前に順に並べて配置されたウインドボックス６には、
より正確には吸引手段９には、測定点１０がそれぞれ配置される。明確にするため、全て
の測定点には参照符号を付与していない。
【００４２】
　各測定点１０には、ウインドボックス６の吸引手段９に配置された温度センサが設けら
れる。温度センサは、吸引手段９の上に配置された領域における搬送ベッド上にある被焼
結材料から吸い込まれた排ガスの温度を測定する。
【００４３】
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　各測定点について言及できるようにするため、各測定点をＭ１～Ｍ５で示す。しかしな
がら、本発明は、５つの測定点１０を設けることに限定されるものではない。当業者であ
れば、焼結機１の状況に応じて測定点の数を変更できることは理解できよう。特に、搬送
路３における後半３分の１～４分の１の領域を適当な数の測定点１０によってカバーして
、焼結機１のこの領域における焼成完了点を検出してもよい。
【００４４】
　測定点Ｍ１～Ｍ５は、それぞれのポート１１を介して、以下で説明する方法が行われる
調整器１２に接続される。調整器１２を有する構造ユニットには、制御部１３が設けられ
る。制御部１３は、搬送速度を指定するための出力１４を有する。この出力１４は、搬送
路３の駆動ユニット１５に接続され、制御部１３によって指定された搬送速度で搬送方向
に搬送路３を駆動する。調整器１２及び制御部１３はそれぞれ、演算ユニット、可能であ
れば共通の演算ユニット、を有し、以下で記載する方法を実行して、搬送路３を動作させ
る。
【００４５】
　本発明に係る焼結機１の焼成完了点Ｄを調整する方法では、排ガスの温度は、測定点Ｍ
１～Ｍ５においてそれぞれ測定される。焼結機における排ガスの典型的な温度プロファイ
ルでは、搬送方向に連続して配置された測定点１０において、温度値は焼成完了点Ｄに到
達するまで上昇する。焼成完了点Ｄに到達後、焼結体は再び冷めて、排ガス温度は減少す
る。このように、焼成完了点Ｄでは、温度は極大値に達する。本発明では、測定点Ｍ１～
Ｍ５の測定で得られた温度プロファイルが、以下において図２を参照して説明されるよう
に、解析される。
【００４６】
　以下の方法では、連続して配置された測定点Ｍ１～Ｍｎの全体を評価すると仮定する。
この目的のため、測定点Ｍ（ｉ－１）、Ｍ（ｉ）、Ｍ（ｉ＋１）の測定温度値が互いに比
較される。まず、搬送方向における第２測定点Ｍ（ｉ＝２）から始める。第１スキャンで
は、測定点Ｍ（ｉ－１）の温度値が測定点Ｍ（ｉ）の温度値よりも小さいかどうかがチェ
ックされる。小さい場合、次に、測定点Ｍ（ｉ）と測定点Ｍ（ｉ＋１）との比較が行われ
る。ここで、測定点Ｍ（ｉ）の温度値が測定点Ｍ（ｉ＋１）の温度値よりも大きい場合、
位置ｉが極大であることが認識される。この場合、測定点Ｍ（ｉ）の位置が、現在焼成完
了点Ｄ（ｉ）として定義され、選択された焼成完了点Ｄに対する差が求められる。この差
のレベルに応じて、調整器１２又は制御部１３において搬送速度が調整される。この調整
は、例えば、調整パラメータの適切なパラメータ化に基づいて行われる。
【００４７】
　第１スキャンにおいて、測定点Ｍ（ｉ）の温度値が、測定点Ｍ（ｉ－１）の温度値以下
である場合、手順は次の測定点Ｍ（ｉ＋１）に進み、最後の測定点に達するまでチェック
が繰り返される。最後の測定点における値Ｍ（ｉ）が測定値Ｍ（ｉ－１）よりも小さい場
合、搬送速度は、定数Ｋ１分だけ増加される。一連の測定値によって、焼成完了点は、搬
送路３上において第１測定点Ｍ１よりも前にあることがわかるからである。
【００４８】
　しかしながら、（次のチェックステップにおける）測定点チェックにおいて、次に位置
する測定点Ｍ（ｉ＋１）の温度値が、測定点Ｍ（ｉ）の温度値よりも大きい場合、全ての
測定点が処理されるまで、手順は次の測定点へ進む。最後の測定点においても、この条件
が満たされている場合、一連の測定温度値は上昇していることになり、焼成完了点は、搬
送路の後方に存在することがわかる。この場合、搬送速度は、一定値Ｋ２分だけ減少され
る。
【００４９】
　搬送速度を調整することにより、制御差Ｄ（ｉ）－Ｄが存在しなくなり、現時点で決定
される焼成完了点Ｄ（ｉ）が選択された焼成完了点Ｄに一致するまで、実際の焼成完了点
Ｄ（ｉ）は、選択された焼成完了点Ｄの方向にずらされる。
【００５０】
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　以下では、この手順が、図１に示される構成に対して具体例を参照して説明される。
【００５１】
　第１例では、測定点Ｍ１～Ｍ５において以下の温度が測定される。
　Ｍ１：２４０°Ｃ
　Ｍ２：２５０°Ｃ
　Ｍ３：２６０°Ｃ
　Ｍ４：２７０°Ｃ
　Ｍ５：２８０°Ｃ
【００５２】
　この場合、一連の温度は上昇しており、各温度は測定値から次の測定値へ上昇し続ける
ため、温度分布における極大値を推定することはできない。この場合、焼結機１の搬送速
度は高すぎであり、焼成完了点は搬送路３の後方に存在すると推定しなくてはならない。
この場合、手順は、図２に示される方法の右分岐に進む。
【００５３】
　第２例では、測定点Ｍ１～Ｍ５において、以下の温度分布を示す。
　Ｍ１：２５０°Ｃ
　Ｍ２：２６０°Ｃ
　Ｍ３：２７０°Ｃ
　Ｍ４：２６０°Ｃ
　Ｍ５：２５０°Ｃ
【００５４】
　この場合、測定点Ｍ２及びＭ４においては、測定点Ｍ３よりも低い温度が測定される。
従って、現在の焼成完了点Ｄ（ｉ）は、測定点Ｍ３に存在すると推定できる。値ｉ＝３に
対して、手順は、図２のフローチャートにおける中間の分岐を進み、測定点Ｍ３において
温度の極大値を決定した後、測定点の評価処理が停止する。
【００５５】
　また、現在の焼成完了点Ｄ（ｉ）と選択された焼成完了点Ｄとの差が制御差として求め
られる。制御差を構成するこの差の大きさ及び符号に応じて、焼結機１の搬送速度の修正
が行われる。これは、実際の焼成完了点Ｄ（ｉ）が選択された焼成完了点から離れている
ほど、修正量が大きくなることを意味する。
【００５６】
　上述の第２例では、選択された焼成完了点Ｄは、図１で示す測定点Ｍ４に位置するべき
であるとする。しかしながら、現在の焼成完了点Ｄ（ｉ）は、測定点Ｍ３に位置する。従
って、搬送速度をわずかに増加させて、実際の焼成完了点Ｄ（ｉ）を測定点Ｍ４の位置に
ずらす。
【００５７】
　実際の焼成完了点Ｄ（ｉ）が測定点Ｍ１の領域に位置する場合、この修正は、より大き
くなるであろう。
【００５８】
　搬送方向において、現在の焼成完了点Ｄ（ｉ）が選択された焼成完了点Ｄの後方に位置
する場合、搬送速度はそれに対応して減少されるであろう。
【００５９】
　搬送速度の決定に関連して、焼結機の搬送速度は、焼成レートを決定することによって
最適化されてもよい。材料組成に応じて、焼結機１毎に特定の焼成レートが得られる。こ
の焼成レートは、焼結ベッドを垂直方向に焼成する際のレートである。焼成レートが既知
又は決定されている場合、装入された材料の現在の材料高さ及び焼結機の長さ、具体的に
は、搬送路における被焼結材料の点火点から選択された焼成完了点までの距離、から、理
論的な最適搬送速度を、以下の関係に従って計算することができる。
【００６０】
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【数１】

【００６１】
　一例において、プラントに対して決定された焼成レートが１５ｍｍ／分、装入材料高さ
が７００ｍｍである場合、被焼結材料の点火点から選択された焼成完了点までの焼結機の
相対長さから、最適搬送速度は４．２８ｍ／分と得られる。しかしながら、この例で用い
られた値は説明のためのものにすぎず、焼結機、動作モード、材料組成に応じて、変更さ
れなければならない。
【００６２】
　この理論的に決定された最適搬送速度は、所与の調整、例えば調整器による調整、と関
連して搬送速度を決定する際に使用することができる。これにより、安定した調整が行え
、焼結機の構成及び次工程における焼結体の要求量に応じて行われるプラントの所望の動
作モードに合わせて、実際の搬送速度をできる限り迅速に調節することができる。これら
パラメータを考慮することで、プラントオペレータは、最初に、適切な搬送速度を選択す
ることができる。選択された搬送速度で、被焼結材料は、材料装入部２から材料排出部５
まで搬送され、焼結ベッドの表面が点火部４において点火され、焼結ベッドの点火された
層はウインドボックス６によって引き下ろされる。
【００６３】
　焼成完了点Ｄを選択することにより、プラントオペレータは、焼結ベッドをどの位置で
焼成完了させるべきかを決定する。ここで提案された調整により、測定された又は実際の
焼成完了点Ｄ（ｉ）の予め選択された焼成完了点Ｄの位置へのシフトが迅速且つ正確に行
われる。現在焼成完了点Ｄが焼結機１の測定点Ｍ１～Ｍ５の領域内に位置していないため
、現在焼成完了点Ｄ（ｉ）を決定できない場合も、予め選択された位置に到達する。この
場合、最初に、焼成完了点を、正確な調整を行えるようになるまで、図１で示される測定
点Ｍ１～Ｍ５の方向にシフトする。これは、搬送速度を固定設定値によって調整すること
により実現される。
【００６４】
　該調整と関連して、また進行を促進するため、現時点で決定された焼成完了点Ｄ（ｉ）
と選択された焼成完了点Ｄとの差の大きさが、ある閾値を超える場合、例えば、最適化さ
れた搬送速度をプラントオペレータに対して提示するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
１…焼結機
２…材料装入部
３…搬送路
４…点火部
５…材料排出部
６…ウインドボックス
７…吸引ライン
８…ブロワ
９…吸引手段
１０…測定点
１１…ポート
１２…調整器
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１３…制御部
１４…出力
１５…搬送路駆動ユニット
Ｆ…搬送方向
Ｄ…焼成完了点
Ｄ（ｉ）…推定焼成完了点、測定温度極大位置
Ｍ１～Ｍ５…測定点

【図１】 【図２】
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